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中期財政計画（原案）の概要 

 

Ⅰ．計画策定の背景 

◇計画策定の必要性及び目的 

・右肩上がりの歳入時代から現状維持が基本の時代へ 

・超高齢社会での恒常的な歳出超過傾向の中、長期的視点による財政運営が必要 

・自立持続が可能な財政基盤の確立と維持が最終目的 

◇計画の期間 

・平成２０年度～平成２４年度の５年間 

 

Ⅱ．財政白書(これまでの把握と分析) 

◇収支の状況など、これまでの財政状況を分析（後述の課題に至る要因）し、課題を抽出 

◇課題 

 ① 歳入歳出のアンバランスの解消、歳出超過の是正 

 課題に至る要因 

 ・市税、地方交付税等の漸減傾向による財源不足 

 ・平成４年度からの長期にわたる多額の市債借入による公債費の増大と高止まり 

 ・下水道特別会計への繰出金の増大（原因は下水道特別会計の公債費増大） 

 ・扶助費をはじめとする社会保障関係経費の増大 

 ② 区画整理特別会計の赤字額（及び赤字見込額）や境港市土地開発公社債務額への備え 

 課題に至る要因 

 ・夕日ヶ丘団地に係る土地売却（区画整理事業保留地、土地開発公社所有地）の長期化 

 ・土地開発公社借入金の金利負担 

 ・保留地処分金未収による区画整理特別会計の赤字額の増大 

 

Ⅲ．中期財政見通し(近未来の単純推計) 

◇現状がそのまま推移するとの仮定で、財政上の簡易な近未来像を作成（単純推計）し、その結果

を検証（後述の課題に至る要因）することによって、課題を抽出 

◇課題 

 ① 当面の５年間における歳出超過への対応、基金額の維持 

 課題に至る要因 

 ・市税をはじめとする主な収入の基本が現状維持（増加見込みが困難） 

 ・歳入規模の拡大がない中、扶助費など社会保障関係費の増加が招く恒常的な歳出超過 

 ・大量退職による人件費の増大 

 ・下水道特別会計への繰出金の増大（原因は下水道特別会計の公債費増大） 

 ・区画整理特別会計の赤字対策による繰出金の増大 

 ② 早期対応が必要な投資的事業や毎年度行なうべき適正量の投資的事業への対応 

 課題に至る要因 

 ・将来的に適正な公債費であるには、現在どれだけの投資的事業ができるのか（言い換えれば、 

どれだけ市債が借り入れられるのか）、その関係が未整理 

 ・中期財政見通しにおける投資的事業枠は、ほぼ最低水準での推計であり不十分 

 ・下水道事業の事業進捗速度の維持による投資的事業枠の偏重 
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Ⅳ．中期財政運営方針（今後の運営方針と具体策） 

 

１．今後の財政運営の基本方針 

(1) 収支の均衡 

  ① 歳入規模に見合った歳出規模への圧縮 

  ② 公社等も含めたトータルでの収支均衡 

(2) （財政構造の）弾力性の向上 

  ① 投資的事業費の適正枠の確保 

  ② （将来も含めた）公債費の適正管理 

(3) 実効性の確保と透明性の向上 

  ① 具体的目標値の設定 

  ② 財政情報公開の充実 

 

２．具体的目標値の設定 

(1) 財政指標 

① 経常収支比率（通常は８０％未満が望ましい） 

 ＊平成２４年度決算 ９０％未満（平成１８年度決算８９.５％） 

・大量退職による人件費（退職手当）増のため、計画期間中は一時的に増加 

・公債費は高止まりで、他の経費についても増加傾向 

・事務事業の効率化等による歳出削減に努め、増加分との相殺による現状維持を目標 

② 実質公債費比率（通常は１８％未満が望ましい） 

 ＊平成２４年度決算 ２０％未満（平成１８年度決算２０.１％） 

・時間がかかる公債費対策の特性上、今計画期間中は現状維持を目標 

(2) 基金積立額 

 ＊財政調整基金 平成２４年度末目標額 約１２億円(現状維持) 

 ＊減債、退職手当、公共施設３基金合計 平成２４年度末目標額 約２３億円（現状維持） 

・基金減額の最大要因である区画整理特別会計の赤字補填の保留など取り崩しの回避 

 

３．主な具体策 

(1) 市税収納率の改善と滞納繰越額の削減 

・市税現年分収納率の改善（９８％まで）による滞納繰越額の減少傾向への転換 

 

(2) 歳入規模に見合った歳出規模への圧縮 

 ◇第一義的に公債費の削減で対応 

 ◇その他の経費でも常に削減努力を怠らず、扶助費等の増加分を吸収 

 ① 人件費の抑制 

 ② 物件費・維持補修費・補助費等の抑制 

  ＊当初予算編成枠配分方式の見直し 

 

(3) 公債費の削減と将来公債費の適正管理 

① 将来公債費の適正額とその実現のための市債借入上限額の設定 

・一般会計の将来公債費の適正額を１２億円（平成１９年度予算約１８．３億円）と設定 

･現況下で市債借入許容額を計算すると、毎年度約 9.1 億円以下 

 （１年据え置き１５年の元利均等償還、年利３％） 
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② 当面の借入額抑制の継続 

・将来公債費設定額（１２億円）の早期達成のため、引き続き市債借入額を抑制 

・計画期間の５年間は、原則として、借入上限額の５割程度 

 

(4) 投資的事業費の適正枠の確保 

① 早期対応が必要な投資的事業の実施枠確保 

・当面の５年間は抑制継続でも、今後１０年間の市債借入可能額が約３１億円増額 

・１０年単位の管理、総額遵守を条件で、借入枠の前倒しや任意年度への集中が可能 

・喫緊課題への対応と将来公債費の抑制が一定程度、両立可能 

・公債費１２億円への縮小に要する期間は１～２年長くなる程度 

 

(5) 下水道特別会計への繰出金抑制 

① 将来公債費の適正額とその実現のための市債借入上限額の設定 

・下水道会計の将来公債費の適正額を８億円（平成１９年度予算約１０．０億円）と設定 

・現況下で市債借入許容額を計算すると、毎年度約５．６億円以下 

 （１年据え置き２５年の元利均等償還、年利３％） 

・１０年単位で管理、総額遵守を条件で、市債借入枠の前倒しや任意年度への集中が可能 

・償還のピークである平成２７年度に約５千万円削減され、以降減額傾向 

 

(6) 公社等も含めたトータルでの収支均衡 

① 債務額等に見合った基金総額の保有 

・境港市土地開発公社の現債務額約５１億円（夕日ヶ丘約４４億円、その他約７億円） 

・区画整理特会の一時的な赤字見込み額約１１億円（夕日ヶ丘約１０億円、他約１億円） 

・債務等に見合う基金総額（現在、主要４基金の合計額が約３５億円）の保有が目標 

② 基金運用による土地開発公社の金利負担の軽減 

・保有基金の運用による土地開発公社の金利軽減 


